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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地図のエリアを分割した各領域に関連付けたエリア情報を表す領域データを記憶する領
域データ記憶手段と、
　携帯情報端末の位置情報を取得する位置情報取得手段と、
　前記位置情報取得手段により取得された位置情報から、前記携帯情報端末の位置を含む
前記分割した領域を特定する領域特定手段と、
　前記携帯情報端末で表示する地図データの縮尺情報を取得する縮尺情報取得手段と、
　前記領域データ記憶手段に記憶された領域データから、前記領域特定手段により特定さ
れた前記分割した領域に関連付けた領域データを抽出する領域データ抽出手段と、
　前記携帯情報端末に表示させる領域データの地図データの縮尺に応じ、かつ前記分割し
た領域毎に設定した表示優先度を記憶する表示優先度情報記憶手段と、
　前記縮尺情報取得手段により取得した縮尺情報に応じた前記分割した領域の表示優先度
に基づき、表示対象とする領域データを決定する表示対象決定手段と、
　を有し、
　前記表示対象決定手段により決定した領域データを前記携帯情報端末に提供するエリア
情報提供装置。
【請求項２】
　請求項１に記載されたエリア情報提供装置において、
　前記縮尺情報取得手段により取得した縮尺情報に応じた前記分割した領域の表示優先度
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に基づき、表示対象として選択された領域データに、表示優先順序を付加して前記携帯情
報端末に提供するエリア情報提供装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載されたエリア情報提供装置において、
　前記領域データ記憶手段に記憶された領域データを所定の選定条件に従って要約するデ
ータ要約手段を有し、
　前記領域データ抽出手段が前記データ要約手段により要約した領域データを抽出するエ
リア情報提供装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載されたエリア情報提供装置において、
　前記携帯情報端末からユーザの属性情報を取得する属性情報取得手段と、
　前記表示優先度情報記憶手段により記憶された前記表示優先度に、ユーザ情報記憶手段
に記憶されたユーザの属性情報を寄与させて表示優先順序を決定する表示優先順序決定手
段と、
　を有するエリア情報提供装置。
【請求項５】
　請求項１ないし３のいずれかに記載されたエリア情報提供装置において、
　前記位置情報取得手段により取得された位置情報を記憶する位置情報記憶手段と、
　前記位置情報記憶手段に記憶された位置情報に基づくユーザの行動パターンを解析する
行動パターン解析手段と、
　前記表示優先度情報記憶手段により記憶された前記表示優先度に、ユーザ情報記憶手段
に記憶されたユーザの行動パターンを寄与させて表示優先順序を決定する表示優先順序決
定手段と、
　を有するエリア情報提供装置。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかに記載されたエリア情報提供装置において、
　前記携帯情報端末において設定された表示対象の表示対象データを取得する表示対象デ
ータ取得手段を有し、
　前記領域データ抽出手段が、前記表示対象データ取得手段により取得された表示対象デ
ータに基づき、領域データを抽出するエリア情報提供装置。
【請求項７】
　地図のエリアを分割した各領域に関連付けたエリア情報を表す領域データを記憶する領
域データ記憶装置と、携帯情報端末に表示させる前記領域データの地図データの縮尺に応
じ、かつ前記分割した領域毎に設定した表示優先度を記憶する表示優先度情報記憶装置と
を有する、前記携帯情報端末に前記エリア情報を提供するエリア情報提供装置におけるエ
リア情報提供方法であって、
　位置情報取得手段による前記携帯情報端末の位置情報を取得する位置情報取得工程と、
　領域特定手段による前記位置情報から前記携帯情報端末の位置を含む前記分割した領域
を特定する領域特定工程と、
　縮尺情報取得手段による前記携帯情報端末で表示する地図データの縮尺情報を取得する
縮尺情報取得工程と、
　領域データ抽出手段による、前記領域データ記憶装置に記憶された領域データから、前
記領域特定工程において特定された前記分割した領域に関連付けた領域データを抽出する
領域データ抽出工程と、
　を有し、
　前記縮尺情報取得工程により取得した縮尺情報に応じた前記分割した領域の表示優先度
に基づき、表示対象とする領域データを選択し、前記携帯情報端末に提供するエリア情報
提供装置におけるエリア情報提供方法。
【請求項８】
　コンピュータを、請求項１に記載されたエリア情報提供装置の位置情報取得手段、領域
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特定手段、縮尺情報取得手段、領域データ抽出手段、及び表示対象決定手段として機能さ
せるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エリア情報提供装置、エリア情報提供方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯情報端末から提供される位置情報に基づき、所定のデータベースから携帯情報端末
の周辺に位置する周辺施設等を検索し、携帯情報端末にエリア情報として提供するエリア
情報提供サーバが従来から知られている。
　このエリア情報提供サーバには、例えば、検索された周辺施設等を示すアイコンを、エ
リア情報として表示用地図データに重畳させて携帯情報端末に提供するものがある。
【０００３】
　このような従来のエリア情報提供サーバの一例として、特許文献１には、携帯情報端末
から送信される地図データの縮尺情報を取得し、その取得した縮尺情報に基づく検索範囲
から施設等を検索し、検索した施設等の情報を出力用に編集し、編集した施設等の情報を
携帯情報端末に送信する、エリア情報提供サーバが記載されている。
【０００４】
　特許文献１のエリア情報提供サーバでは、携帯情報端末において地図データの縮尺をあ
る程度まで下げて表示を行う場合には、表示対象として設定した施設等が相当数、検索さ
れることになるが、その場合でも、検索された全ての施設等の情報が携帯情報端末に送信
される。
　そのため、ユーザは、携帯情報端末において、検索された全ての施設等の情報を、例え
ば、リスト化して１つずつ確認する必要がある。また、縮尺の程度によっては、ユーザに
とって不要な施設等の情報が、エリア情報として提供されることがある（例えば、ユーザ
が都市部において表示縮尺画面における距離目盛の長さを５ｋｍに設定した地図データを
表示する場合、ユーザはコンビニエンスストアに関する情報の取得を予定しないことが想
定される）。そのため、データ処理上の負荷、また通信上の負荷（携帯情報端末に対する
データ送信上の負荷）が大きく、また、提供されるデータに不要なデータが多く含まれる
ことがあり、提供されるエリア情報の有用性が必ずしも担保されない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１６３７３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、前記従来の問題に鑑みてなされたものであって、その目的は、エリア情報提
供装置により、携帯情報端末において表示する地図データの縮尺に応じて、当該縮尺に適
合した表示データを提供することで、携帯情報端末に提供する情報の有用性を高めること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、地図のエリアを分割した各領域に関連付けたエリア情報を表す領域データを
記憶する領域データ記憶手段と、携帯情報端末の位置情報を取得する位置情報取得手段と
、前記位置情報取得手段により取得された位置情報から、前記携帯情報端末の位置を含む
前記分割した領域を特定する領域特定手段と、前記携帯情報端末で表示する地図データの
縮尺情報を取得する縮尺情報取得手段と、前記領域データ記憶手段に記憶された領域デー
タから、前記領域特定手段により特定された前記分割した領域に関連付けた領域データを
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抽出する領域データ抽出手段と、前記携帯情報端末に表示させる領域データの地図データ
の縮尺に応じ、かつ前記分割した領域毎に設定した表示優先度を記憶する表示優先度情報
記憶手段と、前記縮尺情報取得手段により取得した縮尺情報に応じた前記分割した領域の
表示優先度に基づき、表示対象とする領域データを決定する表示対象決定手段と、を有し
、前記表示対象決定手段により決定した領域データを前記携帯情報端末に提供するエリア
情報提供装置である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、エリア情報提供装置により、携帯情報端末に表示する地図データの縮
尺及び地図のエリアを分割した領域に応じて、当該縮尺及び領域に適合した表示データを
提供することで、携帯情報端末に提供する情報の有用性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係るエリア情報提供システムの概略ブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係るエリア情報提供装置の機能ブロック図である。
【図３】データ要約部によるメッシュデータの要約処理を示す図である。
【図４】表示優先度情報記憶部に記憶される表示優先度を示す図である。
【図５】縮尺情報に基づく、表示対象決定部による表示対象の決定及び表示優先順序に関
する処理を示す図である。
【図６】属性情報に基づく、表示対象決定部による表示優先順序の決定に関する処理を示
す図である。
【図７】行動パターン解析部の解析結果に基づく、表示対象決定部による表示優先順序の
決定に関する処理を示す図である。
【図８】エリア情報提供装置におけるエリア情報の提供に関する処理手順を示すフロー図
である。
【図９】携帯情報端末の表示部に表示される地図データ及びエリア情報を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係るエリア情報提供システムの概略ブロック図である。
　このエリア情報提供システムは、図示のように、エリア情報提供装置１０と、表示装置
２０と、入力装置３０と、基地局４０と、携帯情報端末５０から構成されている。
　ここで、エリア情報提供装置１０は、表示装置２０及び入力装置３０に直接接続されて
いると共に、基地局４０及び公衆通信ネットワーク６０を介して携帯情報端末５０と接続
されている。
【００１１】
　エリア情報提供装置１０は、地図を緯度経度等に基づきメッシュ状に分割した領域（以
下、この領域をメッシュという）毎に、各メッシュ内及び各メッシュ（例えば、メッシュ
の中心）から所定の距離にある施設等を関連付けたデータ（以下、メッシュデータという
）を保持している。
　エリア情報提供装置１０は、ユーザが所持する携帯情報端末５０から位置情報（即ち、
現在地情報）を取得すると、その現在地を含むメッシュを特定し、そのメッシュに関連付
けられたメッシュデータから表示対象とする施設等に関する情報（以下、エリア情報とい
う）を所定の条件に基づき抽出し、表示優先順序を決定した上で、ユーザの携帯情報端末
５０にエリア情報を送信する。
　なお、本実施形態において、エリア情報提供装置１０は、エリア情報を提供する上で、
各々のメッシュに表示対象とするエリア情報を関連付ける仕様としているが、エリア情報
を関連付ける対象は必ずしもこれに限定されず、例えば、行政界（即ち、行政区画）、道
路の区間等で分割した領域に、エリア情報を関連付けてもよい。
【００１２】
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　表示装置２０は、例えば、液晶表示装置等であり、エリア情報提供装置１０にインスト
ールされる所定のソフトウェアの操作画面等を表示する。
　入力装置３０は、例えば、キーボード、マウス等であり、エリア情報提供装置１０に対
して種々の入力操作を行うための装置である。
【００１３】
　基地局４０は、当該基地局４０の通信可能なエリア内に位置する携帯情報端末５０から
収集される各種情報を、ブロードバンド回線等の所定の公衆通信ネットワークを介して、
エリア情報提供装置１０に送信する。また、基地局４０は、エリア情報提供装置１０から
携帯情報端末５０に、エリア情報を配信する。
【００１４】
　携帯情報端末５０は、例えば、ＧＰＳ（Global Positioning System：全地球測位シス
テム）等の衛星測位システムにより、現在位置（緯度、経度等）を位置情報として取得し
、当該位置情報をエリア情報提供装置１０に送信する。
　また、携帯情報端末５０は、エリア情報提供装置１０より提供される地図データ及びエ
リア情報を受信し、携帯情報端末の表示部（例えば、タッチスクリーン等）に表示するこ
とができる。ユーザは、表示部で表示する地図の縮尺を変更することができる。
【００１５】
　次に、エリア情報提供装置１０の機能構成について、図面を参照して説明する。
　図２は、本発明の実施形態に係るエリア情報提供装置１０の機能ブロック図である。
　図２において、通信部１０１は、例えば、第３世代移動通信システム、ＬＴＥ（Long T
erm Evolution）、Ｗｉ－ＭＡＸ（Worldwide Interoperability for Microwave Access）
等の通信規格に対応する通信手段である。
　通信制御部１０２は、ユーザの認証に関する情報（例えば、ユーザＩＤ、パスワード等
）、位置情報、地図データの縮尺情報等の受信に関する制御、また地図データ、エリア情
報等の送信に関する制御を実行する。
【００１６】
　記憶制御部１０３は、取得又は抽出した情報（データ）を所定の記憶部に記憶するよう
に制御する。記憶制御部１０３は、例えば、位置情報取得部１０７により取得された、携
帯情報端末５０の位置情報を位置情報記憶部１０８に記憶するように制御する。
　設定情報取得部１０４は、エリア情報を携帯情報端末５０に提供する上で必要な情報を
取得する。設定情報取得部１０４は、入力装置３０によりユーザが入力する、例えば、メ
ッシュデータを要約（ここでは、選定することをいう）するときの選定基準、また施設等
に設定する表示優先度等を取得する。
【００１７】
　ユーザ認証部１０５は、ログイン時に、携帯情報端末５０から送信されるユーザＩＤ及
びパスワードと、認証情報記憶部１０６に記憶される認証情報（即ち、ユーザＩＤ及びパ
スワード）を照合することで、ユーザ認証を実行する。
　認証情報記憶部１０６は、ユーザＩＤ、及びユーザＩＤに関連付けられたパスワード等
、ユーザ認証を実行する上で必要となる情報を必要に応じて暗号化し、記憶する。
【００１８】
　位置情報取得部１０７は、ユーザ認証部１０５において認証が承認されると、携帯情報
端末５０に位置情報の送信を要求し、携帯情報端末５０から送信される位置情報を取得す
る。
　位置情報記憶部１０８は、位置情報取得部１０７により取得された位置情報を、ユーザ
ＩＤに緯度情報、経度情報を関連付けて（例えば、データベース化等して）記憶する。
【００１９】
　縮尺情報取得部１０９は、携帯情報端末５０の表示部に表示される地図データにおいて
、ユーザが縮尺の変更操作を行った場合に、その変更された縮尺を縮尺情報として取得す
る。
　地図データ記憶部１１０は、例えば、携帯情報端末５０において設定可能な縮尺に応じ
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た地図データを記憶する。
　なお、縮尺情報取得部１０９において縮尺の変更が確認されると、通信制御部１０２は
、縮尺情報取得部１０９により取得された縮尺に応じた地図データを、地図データ記憶部
１１０より読み込み、携帯情報端末５０に送信するように制御する。
【００２０】
　メッシュデータ記憶部１１１は、各メッシュに関連付けられるエリア情報（例えば、施
設等の名称、そのメッシュから施設等までの距離、そのメッシュから施設等の方角、施設
等の位置等）のデータ（即ち、メッシュデータ）を管理すると共に記憶する。
　メッシュデータ記憶部１１１に記憶されるメッシュデータは、エリア情報が更新される
と（例えば、コンビニエンスストアの新しい店舗がオープンする等のイベントが発生する
と）、最新のデータに更新される。また、図６において後述するが、火災等の災害が発生
した場合にも、一時的にメッシュデータにエリア情報として災害情報が付加される。
　なお、本実施形態において、メッシュデータ記憶部１１１をエリア情報提供装置１０内
部に実装させているが、メッシュデータ記憶部１１１を外部のサーバ（領域データ記憶装
置）として構築し、エリア情報提供装置１０に接続してもよい。また、メッシュデータ記
憶部１１１は、本発明における領域データ記憶手段に対応する。
【００２１】
　データ要約部１１２は、設定情報取得部１０４により取得された所定の選定基準に基づ
き、メッシュデータ記憶部１１１に記憶されたメッシュデータを要約し、メッシュ要約デ
ータ記憶部１１３に記憶する。
　メッシュ要約データ記憶部１１３は、データ要約部１１２により選定され、かつ抽出さ
れたメッシュデータを記憶する。
　なお、メッシュデータの選定（要約）に関しては、図３を用いて後述する。
【００２２】
　メッシュ特定部１１４は、本発明の領域特定手段に対応し、例えば、既存の内外判定方
法等を用いることで、位置情報取得部１０７により取得された位置情報から、その位置（
即ち、現在地）を含むメッシュを特定する。
　表示対象施設情報取得部１１５は、携帯情報端末５０において、ユーザにより設定され
た施設等の情報（例えば、駅、コンビニエンスストア、高速道路、ショッピングモール等
の情報）を取得する。
　表示対象データ抽出部１１６は、表示対象施設情報取得部１１５により取得された表示
対象とする施設等の情報に基づき、メッシュ要約データ記憶部１１３に記憶されているメ
ッシュデータから表示対象データ（即ち、表示対象とする施設等のエリア情報）を抽出す
る。
【００２３】
　表示対象データ記憶部１１７は、表示対象データ抽出部１１６により抽出された、携帯
情報端末５０に表示させる施設等のエリア情報を一時的に記憶する。
　なお、ユーザにより携帯情報端末５０において全ての施設等が選択されている場合、表
示対象データ抽出部１１６は、メッシュ要約データ記憶部１１３に記憶されるメッシュデ
ータから全てのメッシュデータを抽出するメッシュデータ抽出手段（即ち、本発明の領域
データ抽出手段）として機能する。
【００２４】
　属性情報取得部１１８は、ユーザにより携帯情報端末５０において設定されたユーザに
関する固有の情報、例えば、ユーザの性別、年齢、居住地、職種、趣味等の情報を取得す
る。
　行動パターン解析部１１９は、位置情報記憶部１０８に記憶された位置情報（即ち、ユ
ーザの行動履歴）からユーザの行動パターンを解析する。
　ユーザ情報記憶部１２０は、属性情報取得部１１８により取得された属性情報、行動パ
ターン解析部１１９により解析された解析結果を、ユーザＩＤに関連付けて記憶する表示
優先度情報記憶手段（表示優先度情報記憶装置）である。
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【００２５】
　表示優先度情報記憶部１２１は、施設等に設定する表示優先度を記憶する。
　表示優先度は、例えば表示対象及び表示優先順序を決定する上で参照される予め定めた
数値データであり、表示優先度の大きい施設が携帯情報端末５０の表示部に優先的に表示
される（例えば、表示優先度の大きい施設が、携帯情報端末５０の表示部において、上側
に配置して表示される）。また、表示優先度が所定の値より小さい施設等は、送信対象（
表示対象）から除外される。
　なお、表示優先度情報記憶部１２１に記憶される表示優先度に関しては、図４を用いて
後述する。
【００２６】
　表示対象決定部１２２は、携帯情報端末５０に提供する施設等に関する情報の有用性（
又は利用性）を高めるために、表示優先度情報記憶部１２１に記憶された表示優先度（即
ち、数値データ）を読み込み、所定の計算を実行することで、どの施設等を携帯情報端末
５０の表示部に表示するか決定する(即ち、表示（送信）対象とする施設等を決定する)。
　また、表示対象決定部１２２は、同時に、表示対象とする施設等のうち、どの施設等を
携帯情報端末５０の表示部に優先的に表示するか決定する（即ち、表示優先順序決定手段
として機能する）。
　なお、表示対象決定部１２２における表示対象及び表示優先順序の決定に関する処理は
、図４から図７を用いて後述する。
【００２７】
　ソート処理部１２３は、表示対象決定部１２２により決定された表示対象とする施設等
に関して、表示対象決定部１２２により決定された表示優先順序に基づき、表示対象デー
タ記憶部１１７に記憶される表示対象データを並べ替える。
　ソート処理部１２３は、例えば、携帯情報端末５０がエリア情報を表示する際に、どの
施設等を優先的に表示するかを識別するための識別子を、施設等に関連付ける。若しくは
、ソート処理部１２３は、表示対象データをソートした（並べ替えた）画像を、エリア情
報として生成してもよい。
【００２８】
　なお、以上の各部のうち、通信制御部１０２、記憶制御部１０３、設定情報取得部１０
４、ユーザ認証部１０５、位置情報取得部１０７、縮尺情報取得部１０９、データ要約部
１１２、メッシュ特定部１１４、表示対象施設情報取得部１１５、表示対象データ抽出部
１１６、属性情報取得部１１８、行動パターン解析部１１９、表示対象決定部１２２、ソ
ート処理部１２３は、エリア情報提供装置１０のコンピュータにプログラムを読み取らせ
ることにより生成される機能実現手段である。
【００２９】
　図３は、データ要約部１１２によるメッシュデータの要約（選定）処理を示す図である
。
　エリア情報提供装置１０では、エリア情報を携帯情報端末５０に提供する過程で、メッ
シュデータ記憶部１１１に記憶されるメッシュデータから所定の条件を充足するメッシュ
データを選定して抽出し、メッシュ要約データ記憶部１１３に記憶する。即ち、メッシュ
に関連付けられるデータ（エリア情報）を要約する。
【００３０】
　なお、このメッシュデータの要約に関する処理は、ユーザにより携帯情報端末５０にお
いて設定された表示対象とする施設等に関する全てのメッシュデータを、メッシュデータ
記憶部１１１より表示対象として読み込むと、エリア情報提供装置１０のデータ処理上の
負荷、また通信上の負荷（携帯情報端末５０に対するデータ送信上の負荷）が大きくなる
ために実行される。
　したがって、エリア情報提供装置１０において、データ処理上の負荷、また通信上の負
荷を特に考慮しない場合は、このメッシュデータの要約に関する処理を省略してメッシュ
データ記憶部１１１に記憶されるメッシュデータの全てをエリア情報として表示させるこ
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ともできる。
【００３１】
　以下、メッシュデータの要約に関して、図３Ａ及び図３Ｂを用いて、コンビニエンスス
トアを例に採って説明する。
　図３Ａは、都市部の地図データを所定の区画で分割したメッシュを示している。
　図３に示す例では、図中に示される各々のメッシュには、そのメッシュ自体及び当該メ
ッシュ（例えば、その中心）から所定の距離に位置する施設等の名称（ＩＤ）、そのメッ
シュからの距離、種別（ここでは、チェーンストアの種類）がエリア情報として関連付け
られている。
　図３Ａにおいて、黒色で塗り潰されたメッシュは、ユーザが携帯情報端末５０のＧＰＳ
機能を用いて取得した位置情報（即ち、現在地）を含むメッシュを、また「２４Ｈ」のマ
ークが付された四角形は、その現在地を含むメッシュの周辺に位置するコンビニエンスス
トアを示している。さらに、図中の矢印は、その現在値を含むメッシュから、各コンビニ
エンスストアまでの方向と距離を示している。
【００３２】
　図３Ｂは、コンビニエンスストアを例にした、メッシュデータの要約を示す図である。
　図３Ｂの左図は、メッシュデータ記憶部１１１に記憶される現在地を含むメッシュに関
連付けられたメッシュデータを、また図３Ｂの右図は、メッシュ要約データ記憶部１１３
に記憶される左図のメッシュデータから、所定の条件に基づき、選定（要約）されたメッ
シュデータを示している。
　図３Ｂの左図に示すメッシュデータ記憶部１１１には、現在地を含むメッシュ（例えば
、メッシュの中心）から所定の距離内に位置するコンビニエンスストア（Ａ店、Ｂ店、Ｃ
店、Ｄ店、Ｅ店、Ｆ店、Ｇ店、・・・Ｎ店・・・）が、例えば、そのメッシュからの距離
が近い順序に従って、記憶されている。
　なお、図３Ｂに示す例では、メッシュからの距離（即ち、メッシュからコンビニエンス
ストアまでの距離）を、正方形で示されるメッシュが有する４つの頂点（即ち、複数の代
表点）のうち、コンビニエンストアに対して最も近い位置に位置する頂点からの距離で示
しているが、例えば、メッシュを構成する正方形の対角線の交点を代表点として、その代
表点からの距離として示すこともできる。
　また、エリア情報を関連付ける対象を、前述のように、例えば、行政界（即ち、行政区
画）、道路の区間等で分割した領域とした場合、その区画又は区間で分割した領域内に、
代表点を単数又は複数で選定してもよい。ここで、代表点を複数で選定する場合、図３Ｂ
で例示する以外に、例えば、代表点の各々にその代表点から施設等までの距離を記憶して
おき、携帯情報端末５０により取得された位置情報から最も距離が近い代表点が特定され
ると、その特定された代表点における距離情報をエリア情報として、その携帯情報端末５
０に提供することもできる。
【００３３】
　ここで、図３Ａにおいて黒色で塗り潰されたメッシュに位置するユーザが、例えば、都
市部でコンビニエンスストアを探す場合、特別な場合を除いて、そのメッシュから例えば
１０００ｍを超えているコンビニエンスストアを検索することは、通常、想定し難い。
　そこで、データ要約部１１２は、メッシュデータ記憶部１１１に記憶されているメッシ
ュデータより、ユーザが表示対象として必要とすることが想定されるデータ（即ち、現在
地を含むメッシュから１０００ｍ以内に位置するコンビニエンスストア（Ａ店、Ｂ店、Ｃ
店、Ｄ店））を抽出（選定）する。
【００３４】
　図３Ｂの右図に示すメッシュ要約データ記憶部１１３には、データ要約部１１２により
、ユーザが入力装置３０から入力する所定の条件（この場合は、現在地を含むメッシュか
ら１０００ｍ以内に位置するコンビニエンスストア）に従って、選定（抽出）されたメッ
シュデータ（コンビニエンスストアの名称（Ａ店、Ｂ店、Ｃ店、Ｄ店）、現在地を含むメ
ッシュから各コンビニエンスストアまでの距離等）が、記憶される。
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　このように、メッシュに関連付けるデータを選定することでデータ量を削減し、エリア
情報提供装置１０における処理上の負荷を軽減することができる。
【００３５】
　なお、図３に示す例では、メッシュ要約データ記憶部１１３に記憶させるデータとして
、現在地を含むメッシュから１０００ｍ以内に位置するコンビニエンスストアをメッシュ
に関連付けるデータの選定条件としたが、半径１０００ｍ以内にコンビニエンスストアが
存在しない地域においては、そのメッシュに所定の数の施設等に関する情報が関連付けら
れるように、選定条件を例えば、２０００ｍ以内に変更することができる。即ち、現在地
を含むメッシュの周辺の所定の範囲内に施設等が存在しない場合でも、選定条件を緩和し
て設定することもできる。
　また、図３に示す例で、各々の種別（コンビニエンスストアの種別；α、β、γ、σ）
毎に最も近いコンビニエンスストアを、メッシュ要約データ記憶部１１３に記憶するよう
にしてもよい。
【００３６】
　次に、図４から図７を用いて、表示対象決定部１２２における、表示対象とする施設等
及び表示優先順序の決定に関する処理を説明する。
　ここで、本実施形態では、表示優先度情報記憶部１２１に縮尺に応じた表示優先度を記
憶しており、表示対象決定部１２２は、原則として、縮尺情報取得部１０９により取得さ
れた縮尺情報に基づき、表示優先度情報記憶部１２１より表示優先度を取得し、その表示
優先度から表示対象とする施設等及び表示優先順序を決定する。
【００３７】
　図４は、表示優先度情報記憶部１２１に記憶される表示優先度を示す図であり、その一
例として、縮尺に応じた表示優先度情報を示している。
　図４において、左欄に施設等の名称を、その右側に、表示縮尺画面における距離目盛の
長さを１００ｍ、５００ｍ、１ｋｍ、５ｋｍ、１０ｋｍ、５０ｋｍとして地図データを表
示させた場合の、その施設等に関する表示優先度を数値（１を最大値とする予め定めた数
値）として示している。
　施設等に設定される表示優先度（即ち、図４において示される数値）は、メッシュ毎に
設定することができ、入力装置３０（図１）を用いて、入力、また変更することができる
。即ち、例えば、メッシュ周辺に施設等が多数ある地域と、施設等がほとんどない地域と
で異なる表示優先度を設定することができる。
【００３８】
　なお、図４に示す例では、表示優先度情報のデータ構成として、図４の左欄に示すよう
に施設等の情報を１つの階層のみで構成させているが、施設等をさらに階層化し、その階
層化した各々の施設等に表示優先度を設定することもできる。
　例えば、施設等の情報である都市に関して、図４では東京のみを想定しているが、さら
に、札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、福岡等に細分化（階層化）して、それぞれ
の都市に表示優先度を設定することもできる。その場合、表示対象決定部１２２は、表示
優先度情報記憶部１２１に記憶された表示優先度、及び位置情報取得部１０７により取得
される位置情報から、表示（送信）対象とする都市を決定する。
【００３９】
　また、本実施形態では、図６において後述するように、表示対象決定部１２２は、性別
、年齢等のユーザ情報に対して個別に設定されたパラメータを、表示優先度情報記憶部１
２１から取得した表示優先度に乗算することにより、表示対象とする施設等の補正後表示
優先度を決定する仕様としているが、図４に示す縮尺に応じた表示優先度情報と同様に、
性別（男性、女性）、年齢（１０代、２０代、３０代、４０代、５０代）等に応じた表示
優先度情報をテーブルとして別途、設定し、所定の計算方法により表示対象とする施設等
の補正後表示優先度を決定してもよい。
【００４０】
　次に、縮尺情報に基づく、表示対象決定部１２２による表示対象及び表示優先順序の決
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定について、図５を用いて説明する。
　図５は、縮尺情報取得部１０９により取得される縮尺情報に基づく、表示対象決定部１
２２による表示対象及び表示優先度の決定に関する処理を示す図である。
　表示対象決定部１２２は、縮尺情報取得部１０９により取得された縮尺情報に基づき、
表示優先度情報記憶部１２１から表示優先度（即ち、図４において示される数値）を取得
し、その表示優先度から表示対象とする施設等、また表示する上での優先順序を決定する
。
【００４１】
　図５において、左図は表示縮尺画面における距離目盛の長さを１００ｍとなるようにし
て表示した場合の地図データ、及び当該縮尺に応じて取得された表示優先度に従って表示
対象とする施設等を選択し、さらにソートした処理結果を示している。
　また、図５の右図上段は、図５の左図上段の表示状態（即ち、表示縮尺画面における距
離目盛の長さを１００ｍとして表示した状態）から縮尺を下げて、表示縮尺画面における
距離目盛の長さを５０ｋｍとして表示した場合の地図データ、及び左右図の下段は、当該
縮尺に応じて取得された表示優先度に従って選択し、ソートされた施設等を示している。
【００４２】
　図５の左図上段に示す地図データにおいて、黒色で塗り潰されたメッシュは、図３Ａと
同様に、ユーザが携帯情報端末５０のＧＰＳ機能を用いて取得した位置情報（即ち、現在
地）を含むメッシュを示している。
　また、図５の左図上段に示す地図データにおいて、その左上に高速道路（Ｊ高速道路）
、左下に鉄道の駅（Ｔ駅）、中央にカフェ（Ｒコーヒー）、右側にショッピングモール（
Ｋモール）を示している。
　なお、図中の破線は、該当するオブジェクトからの距離を示している（例えば、破線を
１００ｍ間隔等で示している）。また、現在値を含むメッシュには、そのメッシュから各
施設等までの距離がメッシュデータとして関連付けられている。
【００４３】
　図５の左図に示す例では、ユーザが、現在地からの周辺施設を検索するために、図５の
左図に示す縮尺で（即ち、表示縮尺画面における距離目盛の長さを１００ｍとして）地図
データを表示させているため、表示対象決定部１２２は、その縮尺に応じた表示優先度を
表示優先度情報記憶部１２１から取得し、表示対象とする施設等を決定する。
　なお、図５に示す例では、ユーザは、携帯情報端末５０において、表示縮尺画面におけ
る距離目盛の長さを１００ｍとした場合の表示画面で、駅、高速道路、ショッピングモー
ル、カフェ、空港、山、都市（東京）を表示対象施設として設定しているが、後述のよう
に、表示縮尺画面における距離目盛の長さを５０ｋｍに変更した場合は、表示対象決定部
１２２は、都市、高速道路、空港、山を表示対象とする施設等として選択する。
【００４４】
　表示優先度情報記憶部１２１に記憶される表示優先度情報において、表示縮尺画面にお
ける距離目盛の長さを１００ｍとした場合の表示優先度を参照すると（図４）、駅（０．
６５）、高速道路（０．３２５）、ショッピングモール（０．３）、カフェ（０．２５）
、空港（０．０７５）、山（０．０５）、都市（０．０５）と設定されていることから、
表示対象決定部１２２は、図５の左下図に示すように、表示優先度が０．１以上の施設等
である駅、高速道路、ショッピングモール、カフェを表示対象とする施設等として選択し
、さらに駅、高速道路、ショッピングモール、カフェの順序で表示優先順序を決定する。
【００４５】
　次に、ユーザが図５の右上図の状態（即ち、表示縮尺画面における距離目盛の長さを５
０ｋｍとして表示した状態）まで縮尺を下げると、表示対象決定部１２２は、図５の右上
図の縮尺（即ち、表示縮尺画面における距離目盛の長さを５０ｋｍとした場合）に応じた
表示優先度を表示優先度情報記憶部１２１から取得し、表示対象とする施設等及び表示優
先順序を決定する。
　表示優先度情報記憶部１２１に記憶される表示優先度において、表示縮尺画面における
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距離目盛の長さを５０ｋｍとした場合の表示優先度を参照すると（図４）、駅（０．０５
）、高速道路（０．４５）、ショッピングモール（０．０２５）、カフェ（０．００１）
、空港（０．４２５）、山（０．３５）、都市（０．５５）となっていることから、表示
対象決定部１２２は、図５の右下図に示すように、表示優先度が０．１以上の施設等であ
る都市、高速道路、空港、山を表示対象とする施設等として選択し、さらに都市、高速道
路、空港、山の順序で表示優先順序を決定する。
【００４６】
　このように、図５の右上図に示す例では、表示画面において、関東地方全体が表示され
る縮尺であることから、ユーザは、図５の左図で示したような、現在地の周辺に位置する
駅、ショッピングモール等に関する情報の取得を予定しないものとして、エリア情報提供
装置１０は、その縮尺に応じた施設等（即ち、都市、空港、山）に関する情報を提供する
。
　これにより、ユーザが現在、日本のどの辺りに位置しているのか、また例えば、富士山
等の主要なランドマークまでのおおよその距離を把握することができる。
【００４７】
　なお、本実施形態では、ユーザ情報記憶部１２０に、ユーザの属性情報（例えば、性別
、年齢、居住地、趣味等）、またユーザの行動パターンを解析した結果をユーザ情報とし
て記憶している。この場合、表示対象決定部１２２は、縮尺情報に応じて取得された表示
優先度以外に、それらのユーザ情報も踏まえた上で、表示対象とする施設及び表示優先順
序を決定する。
【００４８】
　図６は、属性情報取得部１１８により取得される属性情報に基づく、表示対象決定部１
２２による表示優先順序の決定に関する処理を示す図である。
　図６Ａは、図５の左上図に示した地図データを示しており、地図データにおいて示され
る各施設及び破線等は、図５の左上図と同様である。
　図６Ｂは、属性情報取得部１１８により取得され、ユーザ情報記憶部１２０に記憶され
た属性情報の一例を示している。
　また、図６Ｃは、表示対象データを、表示対象決定部１２２により決定された表示対象
とする施設及び表示優先順序に従ってソートした処理結果を示している。図６Ｃの左図は
図６Ａの地図データの縮尺に応じて取得された表示優先度のみに従って表示対象データを
ソートした処理結果であり、図６Ｃの右図は図６Ａの地図データの縮尺に応じて取得され
た表示優先度に、ユーザの属性情報を寄与させて、表示対象とする施設等を選択し、表示
対象とする施設等をソートした処理結果である。
　なお、図６に示す例では、ユーザは、携帯情報端末５０において、駅、高速道路、ショ
ッピングモール、カフェを表示対象施設として設定しているものとする。
【００４９】
　ユーザ情報記憶部１２０に属性情報が記憶されている場合、表示対象決定部１２２は、
ユーザ情報記憶部１２０に記憶された図６Ｂに示す属性情報、即ち、性別、年齢、居住地
、運転免許の有無、職種、趣味等に関する情報を読み込み、当該属性情報、及び表示優先
度情報記憶部１２１より取得される表示優先度から、表示対象とする施設等及び表示優先
順序を決定する。
　図６に示す例は、ユーザが、例えば２０代の女性であるとして、２０代の女性が他の年
代、また男性よりもカフェを多く利用することが統計として事前に得られているとした場
合における、表示優先度に従ってソート処理した結果を示す。
【００５０】
　即ち、この場合、表示対象決定部１２２は、表示優先度情報記憶部１２１から取得され
るカフェの表示優先度に対して、所定の１より大きいパラメータ（数値）を乗算する（こ
こでは、その一例として、１．５を乗算する）。
　具体的には、図６Ａに示す地図データの表示縮尺画面における距離目盛の長さが１００
ｍであることから、表示対象決定部１２２は、先ず、表示優先度情報記憶部１２１よりカ
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フェの表示優先度（０．２５（図４））を取得し、次に、その取得した表示優先度（０．
２５（図４））に対して、ユーザの属性情報に従って１．５を乗算する（即ち、０．２５
×１．５の乗算処理を実行する）。そして、乗算結果である０．３７５を、カフェの表示
優先度として、他の施設等との関係で表示する順序を決定している。
【００５１】
　また、表示対象決定部１２２は、図６Ｂに示すユーザが運転免許を所持していないこと
から、表示優先度情報記憶部１２１より取得される高速道路の表示優先度（０．３２５（
図４））に対して、所定の１より小さいパラメータ（例えば、０．８）を乗算する。
　また、図６Ｂに示すユーザがショッピングを趣味として登録していることから、表示対
象決定部１２２は、表示優先度情報記憶部１２１より取得されるショッピングモールの表
示優先度（０．３（図４））に対して、所定の１より大きいパラメータ、例えば、２．５
を乗算する。そして、乗算結果である０．７５を、ショッピングモールの表示優先度とし
て、他の施設等との関係で表示する順序を決定している。
【００５２】
　表示対象決定部１２２は、以上のように、表示優先度情報記憶部１２１に記憶される表
示優先度に対して、ユーザの属性情報を寄与させた結果に基づき、携帯情報端末５０に表
示させる表示優先順序を決定する。
　図６に示す例では、表示対象決定部１２２により決定される表示優先度が駅（０．６５
）、高速道路（０．２６）、ショッピングモール（０．７５）、カフェ（０．３７５）と
なることから、携帯情報端末５０には、図６Ｃの右上図に示すように、ショッピングモー
ル、駅、カフェ、高速道路の順序（即ち、表示優先度の高い順序）で、エリア情報が表示
される。
【００５３】
　なお、図６の例において、火災等の災害が発生した場合（図６Ａ、右上）、エリア情報
提供装置１０は、ユーザによる表示対象施設の設定有無、また図６Ｂに示すユーザの属性
情報に関係することなく、災害に関する情報を優先的に表示させる。即ち、図６Ｃの右下
図に示すように、災害（火災）を最も表示優先順序を高く設定し、携帯情報端末５０に表
示させる。
　また、図６の例では、駅、高速道路、ショッピングモール、カフェの表示優先度がいず
れも０．１以上となることから、表示対象決定部１２２は、駅、高速道路、ショッピング
モール、カフェの全てを表示（送信）対象として決定する。
【００５４】
　図７は、行動パターン解析部１１９の解析結果に基づく、表示対象決定部１２２による
表示優先順序の決定に関する処理を示す図である。
　図７Ａは、図５の左上図に示した地図データを示しており、地図データにおいて示され
る各施設及び破線は、図５の左上図と同様である。
　図７Ｂは、位置情報取得部１０７に記憶された位置情報から行動パターンを解析した結
果の一例を示している。
　また、図７Ｃは、表示対象データを、表示対象決定部１２２により決定された表示対象
とする施設及び表示優先順序に従ってソートした処理結果を示している。図７Ｃの左図は
図７Ａの地図データの縮尺に応じて取得された表示優先度のみに従って表示対象データを
ソートした処理結果であり、図７Ｃの右図は図７Ａの地図データの縮尺に応じて取得され
た表示優先度に、ユーザの行動パターンの解析結果を寄与させて、表示対象とする施設等
を選択し、表示対象とする施設等をソートした処理結果である。
　なお、図７に示す例では、ユーザは、携帯情報端末５０において、駅、高速道路、ショ
ッピングモール、カフェを表示対象施設として設定しているものとする。
【００５５】
　行動パターン解析部１１９は、例えば、ユーザ情報記憶部１２０に記憶された居住地の
データを取得し、ユーザが居住地以外の地域に外出していると判定した場合に、どの施設
等をよく利用しているかを解析する。
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　図７Ｂに示す例において、例えば、ユーザが、休日の午後において、居住地以外の地域
に外出した場合にショッピングモールを多く利用していることが、行動パターン解析部１
１９により解析されると、表示対象決定部１２２は、表示優先度情報記憶部１２１より取
得されるショッピングモールの表示優先度に対して、所定の１より大きいパラメータを乗
算する（ここでは、その一例として、２．５を乗算する）。
【００５６】
　具体的には、図７Ａに示す地図データの表示縮尺画面における距離目盛の長さが１００
ｍであることから、表示対象決定部１２２は、先ず、表示優先度情報記憶部１２１よりシ
ョッピングモールの表示優先度（０．３（図４））を取得し、次に、その取得した表示優
先度（０．３（図４））に対して、２．５を乗算する（即ち、０．３×２．５の乗算処理
を実行する）。そして、乗算結果である０．７５を、ショッピングモールの表示優先度と
して、他の施設等との関係で表示する順序を決定する。
【００５７】
　表示対象決定部１２２は、以上のように、表示優先度情報記憶部１２１に記憶される表
示優先度に対して、ユーザの行動パターンの解析結果を寄与させて、携帯情報端末５０に
表示させる表示優先順序を決定する。
　図７に示す例では、表示対象決定部１２２により決定される表示優先度が駅（０．６５
）、高速道路（０．３２５）、ショッピングモール（０．７５）、カフェ（０．２５）と
なることから、携帯情報端末５０には、図７Ｃの右図に示すように、上からショッピング
モール、駅、高速道路、カフェの順序（即ち、表示優先度の高い順序）で、エリア情報が
表示される。
　このように、ユーザが、休日の午後に、居住地以外の地域に外出し、アプリケーション
を起動すると、エリア情報提供装置１０は、地図データの縮尺に応じて取得された表示優
先度に、行動パターン（例えば、利用曜日や時間情報を含む）の解析結果を反映（寄与）
させて、例えば、ショッピングモール等を優先的に表示させる。
【００５８】
　なお、図７の例では、駅、高速道路、ショッピングモール、カフェの表示優先度がいず
れも０．１以上となることから、表示対象決定部１２２は、駅、高速道路、ショッピング
モール、カフェの全てを表示（送信）対象として決定する。
　また、ユーザの属性情報、ユーザの行動パターンの解析結果等に基づき設定される、表
示優先度情報記憶部１２１より取得される表示優先度に乗算するパラメータは、表示優先
度と同様に、表示優先度情報記憶部１２１に記憶され、また、入力装置３０（図１）を用
いて、入力、また変更することができる。
【００５９】
　図８は、エリア情報提供装置１０におけるエリア情報の提供に関する処理手順を示すフ
ロー図である。
　ユーザが携帯情報端末５０においてアプリケーションを起動すると（ユーザからのアク
セスがあると）、エリア情報提供装置１０は、認証用の画面に関するデータを携帯情報端
末５０に送信する（Ｓ１０１）。
　そして、ユーザにより認証情報、即ち、ユーザＩＤ及びパスワードが入力されると、エ
リア情報提供装置１０の通信部１０１は、その認証情報を取得する（Ｓ１０２）。
【００６０】
　ユーザ認証部１０５は、通信部１０１により取得された認証情報と、認証情報記憶部１
０６に記憶された認証情報を照合し、認証処理を実行する（Ｓ１０３）。
　ステップＳ１０３において認証が完了する（承認される）と、位置情報取得部１０７は
携帯情報端末５０より送信される位置情報を取得する（Ｓ１０４）。
　なお、取得された位置情報は、記憶制御部１０３により位置情報記憶部１０８に記憶さ
れる（Ｓ１０４）。
【００６１】
　通信制御部１０２は、位置情報記憶部１０８に記憶された位置情報に基づき、所定の縮
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尺の地図データを、地図データ記憶部１１０から読み込み、携帯情報端末５０に送信する
（Ｓ１０５）。
　そして、地図データの送信後に、携帯情報端末５０により縮尺が変更されると（携帯情
報端末５０から縮尺の変更要求があると）（Ｓ１０６ Ｙｅｓ）、縮尺情報取得部１０９
は、縮尺情報を取得する（Ｓ１０７）。
【００６２】
　縮尺が変更された場合（Ｓ１０６ Ｙｅｓ）、通信制御部１０２は、縮尺情報取得部１
０９により取得された縮尺情報に基づき、地図データ記憶部１１０から地図データを読み
込み、携帯情報端末５０に送信する（Ｓ１０５）。
　携帯情報端末５０に表示される地図データの縮尺が所定の縮尺で固定された場合（又は
、変更されなかった場合）（Ｓ１０６ Ｎｏ）、メッシュ特定部１１４は、位置情報記憶
部１０８に記憶された位置情報（即ち、現在地）から、現在地を含むメッシュを特定する
（Ｓ１０８）。
【００６３】
　また、表示対象施設情報取得部１１５は、表示対象とする施設等の情報を、携帯情報端
末５０より取得する（Ｓ１０９）。
　表示対象データ抽出部１１６は、メッシュ特定部１１４により特定されたメッシュに関
連付けられたデータ（即ち、メッシュデータ）から、表示対象施設情報取得部１１５によ
り取得された施設等に関するデータを、表示対象データとして抽出する（Ｓ１１０）。
　なお、抽出された表示対象データは、記憶制御部１０３により表示対象データ記憶部１
１７に記憶される（Ｓ１１０）。
【００６４】
　表示対象決定部１２２は、表示対象データが記憶されると（Ｓ１１０）、縮尺情報取得
部１０９により取得された縮尺情報に基づき、設定情報取得部１０４により取得された施
設等の表示優先度を、表示優先度情報記憶部１２１から取得する（Ｓ１１１）。
　表示対象決定部１２２は、次に、ユーザ情報記憶部１２０に、ユーザ情報（即ち、ユー
ザの属性情報、行動パターンの解析結果）が記憶されているか否かを判定する（Ｓ１１２
）。
【００６５】
　そして、ユーザ情報記憶部１２０にユーザ情報が記憶されていると判定すると（Ｓ１１
２ Ｙｅｓ）、表示対象決定部１２２は、ユーザ情報記憶部１２０から、ユーザ情報を取
得する（Ｓ１１３）。
　表示対象決定部１２２は、ステップＳ１１１において取得した表示優先度に、ステップ
Ｓ１１３において取得したユーザ情報を反映（寄与）させて、携帯情報端末５０に表示（
送信）する施設等及び表示優先順序を決定する（Ｓ１１４）。
　なお、ステップＳ１１２において、ユーザ情報記憶部１２０にユーザ情報が記憶されて
いないと判定すると（Ｓ１１２ Ｎｏ）、表示対象決定部１２２は、ステップＳ１１１に
おいて取得した表示優先度に基づき、携帯情報端末５０に表示（送信）する施設等及び表
示優先順序を決定する（Ｓ１１４）。
【００６６】
　ソート処理部１２３は、表示対象決定部１２２により決定された表示優先順序に基づき
、表示対象データ記憶部１１７に記憶される表示データに対してソート処理を実行する（
Ｓ１１５）。例えば、ソート処理部１２３は、表示対象である施設等に表示優先順序を関
連付ける。
　通信制御部１０２は、表示対象データに表示優先順序が関連付けられると、表示対象デ
ータをエリア情報として携帯情報端末５０に送信（提供）する（Ｓ１１６）。
【００６７】
　また、携帯情報端末５０における処理としては、認証情報（例えば、ユーザＩＤ及びパ
スワード等）を送信後にエリア情報提供装置１０において認証が承認されると、エリア情
報提供装置１０との接続を解除するまで（即ち、ログアウトするまで）、位置情報（即ち
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、現在地情報）、また縮尺を変更した場合には縮尺情報等をエリア情報提供装置１０に送
信し、地図データ、また縮尺に応じたエリア情報等を受信する。
　なお、データの送受信に関しては、定期的、また非定期的に実行される（例えば、携帯
情報端末５０は、オートＧＰＳ機能により取得した位置情報を、定期的に、エリア情報提
供装置１０に送信する）。
【００６８】
　図９は、携帯情報端末５０の表示部に表示される地図データ及びエリア情報を示す図で
ある。
　図９の左側には、携帯情報端末５０のＧＰＳ機能を用いて取得した位置（即ち、現在地
）周辺の地図データを一例として表示している。
　図９の左側において、現在地を人型のアイコンで表示しており、また、ユーザにより選
択された施設等のアイコン（図９の例では、駅、本（書店）のアイコン）を地図データに
重畳して表示し、さらに現在地から施設等までを直線で結んでいる。
　また、ユーザは、地図データの左上に表示される、＋ボタン、又は－ボタンで地図の縮
尺を変更することができる。
【００６９】
　図９の右側上部には、表示対象として選択可能な施設等を一例として示している。
　図９の右側上部において、白抜きで示された施設等（図９において、駅、本（書店））
は、ユーザにより表示対象として選択された施設等を示している。
　図９の右側下部には、エリア情報提供装置１０により提供されたエリア情報を表示優先
順序の高い施設等を上側に配置して表示している。図９に示す例では、駅の方が本（書店
）よりも表示優先順序が高いことから、駅を本（書店）の上に表示している。
　なお、図９の右側下部において、ユーザは三角形を選択することにより、各施設（駅、
本（書店））に関して、第２候補（図９の示す例では、現在地を含むメッシュから２番目
に近い距離に位置する駅、本（書店））、第３候補を表示することができる。また、これ
らのエリア情報は、携帯情報端末５０において音声として出力することもできる。
【００７０】
　以上説明したように、本発明の実施形態に係るエリア情報提供装置によれば、ユーザに
より携帯情報端末において設定された地図データの縮尺に応じて、表示対象とする施設等
及び表示対象とする施設等の表示優先順序を決定し、その表示優先順序に従って表示対象
とする施設等をエリア情報として携帯情報端末に提供することができる。
　また、表示優先度を決定する上で、ユーザの属性情報、ユーザの行動パターンの解析結
果等をその決定に反映させることもできる。
　これにより、利用するユーザに即して、エリア情報を携帯情報端末に提供することがで
きる。
【符号の説明】
【００７１】
　１０１…通信部（送受信部）、１０２…通信制御部、１０３…記憶制御部、１０４…設
定情報取得部、１０５…ユーザ認証部、１０６…認証情報記憶部、１０７…位置情報取得
部、１０８…位置情報記憶部、１０９…縮尺情報取得部、１１０…地図データ記憶部、１
１１…メッシュデータ記憶部、１１２…データ要約部、１１３…メッシュ要約データ記憶
部、１１４…メッシュ特定部、１１５…表示対象施設情報取得部、１１６…表示対象デー
タ抽出部、１１７…表示対象データ記憶部、１１８…属性情報取得部、１１９…行動パタ
ーン解析部、１２０…ユーザ情報記憶部、１２１…表示優先度情報記憶部、１２２…表示
対象決定部、１２３…ソート処理部。
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